
© 2017 公益財団法人 流通経済研究所無断転載を禁ず All rights reserved.

拡大する企業とフードバンクの連携
－機能の発揮・強化に向けたフードバンクの取組－
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公益財団法人 流通経済研究所

フードバンク活用促進セミナー＆情報交換会
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構成

１．フードバンクへの期待と活動の広がり

２．フードバンクの役割と機能

３．機能の発揮・強化に向けたフードバンクの取組

４．まとめ

（参考）今回取材したフードバンク事例集
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１．フードバンクへの期待と
活動の広がり
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（１）食品ロスに対する国際的な関心の高まり
食品ロスに対する国際的な関心の高まり
– 国連「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」（平成27年9月）

• ミレニアム開発目標の後継となる2016年以降2030年までの国際開発目標（17のゴール
と169のターゲット）27年9月に国連で開催された首脳会議にて採択。

• アジェンダにおいて、食料の損失・廃棄の削減を目標に設定。
– アジェンダは2016年1月1日に正式に発効

• 今後15年間、すべての人に普遍的に適用されるこれら新たな目標に基づき、各国はその力
を結集。

• あらゆる形態の貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処しながら、誰も置き
去りにしないことを確保するための取り組みを進めてゆくこととしています。
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ﾀｰｹﾞｯﾄ12.3
2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一
人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生
産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

ﾀｰｹﾞｯﾄ12.5
2030年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び
再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

出所：国際連合広報局「SDGsを広めたい・教えたい方のための「虎の巻」」、農林水産省「フードバンク活動の拡大に向けた食品の取扱いについて」平成28年11月をもとに、弊所作成。

フードバンクに深く関わるものとして、ゴール1 「貧困に終止符を打つ」、
ゴール2「飢餓に終止符を打つ」というゴールも設定されました。

ゴール12 「持続可能な消費と生産のパターンを確保する」
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（２）日本の食品ロスの大きさと対応の必要性

わが国の「食品ロス」は年間およそ621万トンに上る。
食品ロスの削減に向けた取り組みのひとつとして、フードバンク活動は大きな役
割を果たしています

5

日本の「食品ロス」
（約621万トン）

国連WFPによる世界全体の
食料援助量(2015)

約320万トン

事業系
うち可食部分と
考えられる量
（339万トン）

家庭系
うち可食部分と
考えられる量
（282万トン）

国民１人１日当たり
食品ロス量
約134ｇ

(茶碗約1杯のご飯の量に相当)

資料：WFP, 総務省人口推計(26年度)
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（３）「食のセーフティネット」の必要性

日本の相対的貧困率は上昇基調にあり、2015年では15.6%、ひとり親家
庭ベースでは50.8％にのぼります
生活困窮者支援、子ども食堂など、「食を通じたセーフティネット」に向けた取り
組みが求められています
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出所：厚生労働省「平成27年 相対的貧困率等に関する調査分析結果について」。
なお、相対的貧困率とは、一定基準（貧困線）を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合をいう。
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（４）拡大するフードバンク活動

「食品ロス削減」と「食のセーフティネット」の必要性を背景に、20０0年代半
ばから、わが国においてもフードバンク活動が広がっています
– 平成29年1月時点で77団体が活動
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出所：農林水産省「国内フードバンクの活動実態把握調査及びフードバンク活用推進情報交換会 実施報告書」

（1月末時点）

2015年
生活困窮者

自立支援法施行

2011年
東日本大震災

2007年～2008年
リーマンショック・
世界同時不況

2016年
熊本地震
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（５）食品ロス削減に貢献できるフードバンク

国内フードバンクは約4,000トンの食品を取り扱っていますが、我が国で発生
している食品ロス約621万トンに比べると0.06%にすぎません。
フードバンクによる食品取扱量が増えることによって、我が国の食品ロスの削減
につながることが期待されています。
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出所：農林水産省「国内フードバンクの活動実態把握調査及びフードバンク活用推進情報交換会 実施報告書」
注：平成29年1月時点の調査結果。
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（６）農林水産省によるフードバンク活動の促進：手引きの作成

農林水産省は、フードバンクにおける食品の取扱いを促進するため、「フードバン
ク活動における食品の取扱い等に関する手引き」を作成。
フードバンクは、手引きを活用した、運営水準の向上などの取組を進めています。

9

◆食品の提供又は譲渡における原則

食品提供事業者及びフードバンク活動団体は、受取先の要望を踏まえ、食品を提供又は
譲渡

◆関係者におけるルールづくり

食品提供事業者 、フードバンク活動団体、福祉施設・生活困窮者支援団体

食品の受け渡しに係る合意書を双方で保有

◆提供にあたって行うべき食品の品質・衛生管理

食品提供事業者 － 食品の安全性に係る確認

フードバンク活動団体 － 食品の保管・荷捌き場所の確保と衛生管理

◆情報の記録及び伝達

食品の情報を保管し、安全性に疑義が生じた際に速やかに情報を伝達

手引きの主な内容

出所：農林水産省（2016）「フードバンク活動の拡大に向けた食品の取扱いについて」

※手引きの詳細は右のURLよりご覧いただけます。 http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/attach/pdf/kodomosyokudo-6.pdf
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２．フードバンクの役割と機能
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（１）フードバンクの役割：食品ロス削減や食のセーフティネット構築への貢献

フードバンクは、食品提供事業者から、品質に問題のない食品の提供を受け、
食品を必要とする団体等に寄贈することにより、食品ロス削減や食のセーフティ
ネット構築に貢献しています。
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食品提供事業者 フードバンク 受取先団体等

• 品質に問題のない
食品の提供

• 通常であれば、
リサイクルや
廃棄処理に回る

• 物流

• 需給マッチング

• 食品の安全管理

• トラブル防止・対応

• 支援を必要とする
人達を支える

食のセーフティネット構築への貢献

食品ロス削減・廃棄処理コスト削減への貢献

出所：フードバンク関西「品質管理規定－安全な食品の取扱いのために－」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査をもとに、流
通経済研究所が作成。
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（２）フードバンクを中心とした余剰食品等の受け渡しの全体像・流れ

フードバンクを中心として、以下のような余剰食品等の受け渡しが行われています。

12
出所：三菱総合研究所（2010）「平成21年度フードバンク活動実態調査報告書」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査をもとに流通経済研究所作成。

食品提供事業者 受取先
（施設・団体・個人）

フードバンク
① ③

② ④

⑥

⑦

食品の取扱方法でみたフードバンクのタイプ おもな輸配送経路 倉庫の使用
在庫型（倉庫で保管し、必要に応じて配送） ①＋③、②＋③ 使う（在庫を行う）
クロスドッキング型（拠点に集約して出荷） ①＋④ 使う（在庫を行わない）
直送型（倉庫を使わず、直接配送） ⑤ 使わない
仲介型（輸配送は行わず、仲介・調整に重点化） ⑥、⑦ 使わない

引き取り引き取り

配送 配送

配送

引き取り

引き取り

配送⑤
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（３）フードバンクの機能

フードバンクは、以下の機能を担い、品質に問題はないが、通常の販売が困
難な食品等の効率的な受け渡しを図っています。

13
出所：平成29年度ヒアリング調査をもとに、流通経済研究所が作成。

食品等の効率的な受け渡しの実現

物流機能 情報・需給
マッチング機能

食品の安全
管理機能

トラブル防止・
対応機能
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３．機能の発揮・強化に向けた
フードバンクの取組
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（１）物流機能の強化
フードバンクの物流機能

フードバンクは、食品提供事業者から食品を必要とする団体等に、食品を移
動・在庫する機能を担っています。

15
出所：フードバンク関西「品質管理規定－安全な食品の取扱いのために－」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査をもとに、流
通経済研究所が作成。

食品提供事業者 フードバンク 受取先団体等

検品
↓

仕分け
↓
在庫
↓
出荷

検品

（在庫品）

（非在庫品）

調味料
ジュース
米
お菓子
即席食品
缶詰 など

野菜、果物
パン、ケーキ
豆腐 など

適正な衛生管
理に基づき、
期限内に食品
を利用する
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（１）物流機能の強化
①基本的な物流作業品質の確保の取組

フードバンクでは、ボランティア向け作業マニュアルを作成するなどして、物流作業
品質の確保に取り組んでいます。
フードバンク山梨やフードバンク関西では、ボランティアを対象とした作業マニュア
ルを作成し、ボランティアの意識向上を図るとともに、物流業務の効率化や作業
品質の維持を図っています。

16

（左）倉庫内での梱包作業マニュアル
（右）倉庫内の作業スタッフに向けた、手洗い励行ポスター
（フードバンク山梨）

ボランティアにフードバンクの活動趣旨や作業内容を
伝えるマニュアル（フードバンク関西）
※画像出所：フードバンク関西提供資料に基づき流通経済研究所作成。
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提供された商品には、賞味期限や
配布方針などを示した紙を貼付

受取先団体向けの通い箱には、食品のリクエストや、食
品受け入れの許容量などを記載

受け入れた商品量の増減に対応できるようにしている

（※）取材事例：セカンドハーベスト名古屋 仕分け時の作業効率を図る工夫
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伝票の例②福祉団体からの受領票（フードバンク関西）
提供企業と品目、数量、品質確認（保存方法）を記載
これを譲渡の証憑としてエクセル入力し、譲渡食品の流れを掌握
し、企業への分配先明細作成のデータとしている。

伝票の例①福祉団体からの発注伝票（コープフードバンク）
商品の種類や数量、受け取り希望日などが記載されている

（事例）フードバンク団体によるデータ管理・伝票管理



© 2017 公益財団法人流通経済研究所無断転載を禁ず All rightｓ reserved. 19

ホワイトボードに受け取り状況を記録し、
あとからExcelに入力（フードバンク関西）

出庫伝票
（コープフードバンク）

（事例）取扱いデータの管理

入出荷管理の様子
（コープフードバンク）
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（１）物流機能の強化
②食品の集約・仕分けへの特化による取扱量の充実

一部のフードバンクでは、本部まで／本部からの食品の受け渡しは、一部の日配
品や青果などを除き、提供事業者や受取先の福祉団体等に任せています。
フードバンクでは、食品の集約と仕分けに注力・特化することで、取扱量の充実を
図っています。
（取材事例：セカンドハーベスト名古屋）

20

セカンドハーベスト名古屋本部
（本部内に受け入れ食品の保管

スペースと保冷庫を保有）

本部内の食品保管スペース
（ケースで積まれた食品は、事業者より
路線便などを通じて本部まで搬入）

（ケースには賞味期限を貼付） 食品の仕分け作業

食品提供
事業者

福祉施設等
ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（拠点）

集約・
仕分けに

特化

取扱量の充実を実現
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（１）物流機能の強化
③福祉団体等の引取実施による物流効率化

一部のフードバンクは、福祉団体等に、提供企業等への引取を委託
（取材事例：フードバンク岡山）
食品管理マニュアルとなる「利用案内書」を配布
フェイスブックを活用して団体間での食品の融通にも対応
フードバンク本部をスリム化し、運営コストを抑えることにもつながっています

21

フードバンク岡山本部
（食品の保管スペースを持たない）

食品事業者に直接、受取先である福祉
団体等の担当者が食品を受け取りに行く
（写真は小売店舗まで地元の社会福祉協議会が引き取りに行くケース）
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食品を受け取る団体間の調整にはフェイスブックを活用
（団体間での食品の融通、突発的に食品の 寄付があったときの受入れ先探しなど）

（※）フードバンク岡山の取り組み
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（１）物流機能の強化
④物流業務でのICT機器の活用

一部のフードバンクでは、ハンディバーコードスキャナーなどのICT機器を導入し、
食品の入出荷業務の効率化が図られています。
（取材事例：コープフードバンク）

23

バーコードスキャンを使い、
商品入力の手間を軽減
（コープフードバンク）
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（１）物流機能の強化
⑤小売店舗引取方式の確立による取扱品目の拡大

スーパーマーケットチェーンのハローズ（本社：広島県）は、個々の店舗からフー
ドバンクに直接提供する「ハローズモデル」を展開
– 店舗ごとに訪問するフードバンクの担当者を決め、店舗で発生する包装破れ

品や陳列期限切れ商品などを定期的に提供
– フードバンクの担当者が受取先団体の割当て数を決め、団体が引取
– 最小限のインフラで開始できることに加え、小口での提供や、野菜など消費期

限の短い食品の提供にも対応できるといったメリットがあります

24

《ハローズモデルの考え方》

（ハローズ提供資料をもとに作成）

各店舗 店舗近隣にある
福祉施設

施設が各店舗に直接引き取りに出向く

提供商品の種類
①廃棄伝票起票済みで消費期限が残ってい

るが 販売には不適な商品
（二重包装破れ・ラベル汚れ・ベコ缶等）

②メーカーベタ付け景品の余り（非売品）
（食品・服飾雑貨・日用雑貨等）

■ハローズモデルのメリット
① 各フードバンクの時間と費用を
削減することができる

②店舗直接引取なので加工食品
だけでなく青果物も提供可能

③不適当な商品はその場で検品
することが可能
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ハローズ店舗で発生した
提供食品（常温の加工食品
や青果）をケースにまとめる

フードバンクから指定された
福祉団体が引き取り

福祉団体へ直送

（※）ハローズ店舗による食品提供
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（２）情報・需給マッチング機能の強化
フードバンクの情報・需給マッチング機能

フードバンクは、食品提供事業者・食品受取団体等と、円滑な食品の受け渡
しに必要な情報のやりとりを行っています。

26

食品提供事業者 フードバンク 受取先団体等

提供食品の
情報の把握

食品情報

利用状況の把握

情報に基づき適
切に利用・管理

利用団体の
ニーズ・状況の

把握

デリバリー時の
食品情報伝達

デリバリー時の聞取り、
アンケート等の実施

↓

税務処理

提供先の把握

税務処理に
必要な情報

定期報告

情報提供

情報ファイル・
DB等の更新

↑

出所：フードバンク関西「品質管理規定－安全な食品の取扱いのために－」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査、農林水産省
「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」をもとに、流通経済研究所が作成。

保存方法、
アレルゲン等

提供食品、
提供方法等
のニーズ
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フードバンクでは、受取先団体の違いに合わせたアンケート用紙を使い、受取
先のニーズをくみ取ることに努めています。
（取材事例：フードバンク関西）

27

（２）情報・需給マッチング機能の強化
①アンケート等の実施による利用団体のニーズ・状況の把握

（事例：福祉団体に対するアンケート（フードバンク関西））

年に１度、受け取り人数や食材の要望を確認し、譲渡する食品の内容に反映している
団体の違い（児童養護施設、ホームレス支援、母子寮シェルターなど）に合わせて用意
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フードバンク山梨では、個配梱包の中に、生活の様子や足りている食品等を
記入できるアンケートハガキを入れ、食品ニーズや受取先の状況把握に努めて
います。

28

個人提供先とは直接対面する機会がないので、手
書きの手紙や折り紙でつくられた手作り小物を同封
し、心の通った交流やコミュニケーションの円滑化に
努めています。
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フードバンクは、食品受取先のアレルギーの有無等の把握と対応を行っています。
（取材事例：フードバンク山梨）
フードバンク山梨では、個人受取先については、個人別にアレルギーの有無等の情
報を把握・書面化し、箱詰めの際に、都度確認しながら、作業を行っています。
（最終工程で、専従スタッフが再度、問題がないかの確認を実施）

29

（２）情報・需給マッチング機能の強化
②食品受取先のアレルギーの有無の把握と対応

箱詰め作業時に、個
人受取先の情報を確
認している様子。
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フードバンクでは、食品提供事業者から、成分表示とアレルゲン表示を受け取り、
受取先団体に伝えることで、「受取先がアレルゲン対応できる環境」の整備に努め
ています。（取材事例：フードバンク関西）

30

食品メーカー等

食品提供事業者 フードバンク

提供食品の
情報を把握

受取先団体等

• 成分表示
• アレルゲン表示

情報に基づき
適切に利用・管理

食品受取団体は、食事を提
供する対象者のアレルギーの
有無を事前に掌握できない
場合でも、情報を提供するこ
とで、利用者本人の注意を喚
起することができる。

※フードバンク関西の場合
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フードバンクでは、食品提供事業者に、毎月メールで、食品譲渡実績報告を
提出しています。
（取材事例：フードバンク山梨）

31

（２）情報・需給マッチング機能の強化
③実績報告・活動状況の定期報告

食品関連
企業

メーカ－・
小売業等

食品提供事業者

• 譲渡日
• 品目
• 譲渡数量
• 受取先
• 施設タイプ

提供する情報

フードバンク

・ 頻度：毎月
・ 方法：メール

定期的な
実績報告

※フードバンク山梨の場合
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ニュースレター
（食品やお金の寄付者など支援者を対象に活動内容を告知）

（活動状況報告の実施事例：セカンド・ハーベスト名古屋）



© 2017 公益財団法人流通経済研究所無断転載を禁ず All rightｓ reserved. 33

（活動状況報告の実施事例：セカンド・ハーベスト名古屋）

事業報告書（事業の実績や計画、会計報告や予算を掲載）



© 2017 公益財団法人流通経済研究所無断転載を禁ず All rightｓ reserved.

（２）情報・需給マッチング機能の強化
④専任担当者の配置によるコミュニケーションの充実

一部のフードバンクでは、個々の食品提供事業者、及び受取先団体の担当
者を決めています。（取材事例：フードバンク関西）
担当を固定することにより、食品提供事業者や、福祉団体等とのコミュニケー
ションを密に行い、食品譲渡量の増減などや、福祉団体等からの細かなニーズ
に応えています。

34

フードバンク関西本部
（食品の保管スペース・保冷庫があり、
一時的な食品保管にも対応）

食品提供事業者には
フードバンクから担当者が受け取り
（冷凍食品の受け取り事例・
搬送には保冷箱を利用）

本部保冷庫を
経由して
受取先団体へ
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フードバンク協和では、フードバンク活動の効率化につながる福祉団体に向け
の商品発注サイトを構築しています。

35

（２）情報・需給マッチング機能の強化
⑤フードバンク活動の効率化につながる情報システムの活用

フードバンク協和では、食品受取先の福祉団体にIDを渡し、専用サイトを通じて商品の発注申
込を受け付けている
発注サイトでは、商品情報として写真や調理方法、アレルギー情報などを表示



© 2017 公益財団法人流通経済研究所無断転載を禁ず All rightｓ reserved. 36

（３）食品の安全管理機能の強化
フードバンクの食品の安全管理機能

フードバンクは、提供食品の授受から、譲渡までの一連のプロセスにおける食
品の安全管理と、トレーサビリティの確保に取り組んでいます。

取扱基準の
設定

温度管理

食品の品質確認

在庫食品の品質保持

トレーサビリティの確保

• 原則として、賞味/消費期限以内、未開封。
• フードバンク団体、受取先施設等で活用が可能な食品。

取扱食品の
種類の設定

食品受取先の
条件設定

• 要支援者を支える非営利団体、要支援者。
• 覚書条項に同意した団体に限る。

• 食品提供者の指示に従い、常温、冷蔵、冷凍保管を行う。
• 冷凍庫、冷蔵庫は定期的に庫内温度を確認、記録。
• 食品搬送時、食品が適切な状態を保つ。
• 夏期には保冷箱・保冷材を使用。
• 必要に応じ、搬送品の温度を測定。

• 荷受・引取・受取団体への分配時に、目視で品質確認
• 配達記録、受領書、日誌の品質確認欄にチェックする。

• 在庫食品の虫等による被害防止のため、事務所内の整理
整頓清掃を励行、習慣化。

• 食品の入荷、在庫、出荷の記録を作成し、保持する。

出所：フードバンク関西「品質管理規定－安全な食品の取扱いのために－」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査、をもとに、流通経済研究所が作成。
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フードバンクでは、温度管理として、低温庫の温度の定期確認と記録を行って
います。
（取材事例：フードバンクまえばし）

37

（３）食品の安全管理機能の強化
①冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵食品の温度管理の徹底

保冷庫の温度管理記録の例
定期的に庫内温度を記録しています
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冷凍食品の保冷庫

冷凍食品搬出用の保冷箱
（フードバンクで専用品を用意して貸出）

（事例：セカンドハーベスト名古屋での冷蔵/冷凍食品の取扱い状況）
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フードバンクでは、出荷食品の品質・内容確認の徹底に努めています。
（取材事例：フードバンク山梨）
フードバンク山梨では、出荷作業の最終工程で、経験と知識を有する専従スタッ
フが、全出荷梱包を対象に、品質・内容の最終確認を行い、直接、封函を行う
ことで、安全管理の徹底を図っています。

39

（３）食品の安全管理機能の強化
②出荷食品の品質・内容確認の徹底

ボランティアが箱詰め作業を実施 最終工程では専従スタッフが直接目視検査と
封函作業を実施
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フードバンクでは、賞味期限と商品カテゴリーを分かりやすく「見える化」するなど、
作業ミスやトラブルの防止が図られています。（取材事例：フードバンク山梨）
フードバンク山梨では、賞味期限が近い食品は、集約・識別し、十分な注意喚
起を図っています。賞味期限に注意しながら、優先的な出荷に努めています。

40

（３）食品の安全管理機能の強化
③作業ミスやトラブルの防止：目視しやすい「見える化」の工夫
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フードバンクは、食品提供事業者・受取団体と、契約書や確認書などを交わ
し、トラブル防止・対応を図っています。

（４）トラブル防止・対応機能の強化
フードバンクのトラブル防止・対応機能

41

契約書・合意書 確約書・覚書

食品提供
事業者

フードバンク 受取先団体等
食品

定期報告

食品

受領書記入

出所：フードバンク山梨「フードバンク活動ノウハウ集」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査、農林水産省「フードバンク活動におけ
る食品の取扱い等に関する手引き」をもとに、流通経済研究所が作成。
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契約書・合意書 確約書・覚書

フードバンクでは、以下のような項目について、契約書や確認書などを交わし、
トラブル防止・対応を図っています。

42

（４）トラブル防止・対応機能の強化
①食品提供事業者・受取団体との、契約書や確認書の締結

• 転売禁止

• 受取先の範囲

確約書・覚書を締結した
施設・団体に限る等

• 報告義務

• 情報の取扱い

• 転売の禁止

• 事故発生時の提供企業等
の免責に関する事項

• 提供企業等への問い合わ
せの禁止

• 情報の取扱い

出所：フードバンク山梨「フードバンク活動ノウハウ集」、流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査、農林水産省「フードバンク活動におけ
る食品の取扱い等に関する手引き」をもとに、流通経済研究所が作成。

※契約内容の詳細はフードバンクにより異なる場合があります
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受取先団体向けの「利用の手引き」
フードバンク活動の概要と、食品取扱い上の遵守事項をまとめています。
受取先団体は案内書の内容を理解した上で「確認書」をフードバンクに提出。

（※）フードバンク岡山の事例
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フードバンクまえばしでは、フードバンク利用者に、ルールを十分に理解してもら
えるように、イラスト入りの説明文書を用いています。

44

（４）トラブル防止・対応機能の強化
②フードバンク利用者に対するわかりやすい説明の実施

食品受取先（個人）への説明を、わかりやすいイラストを使用した文書を用
いて行っている。受取先には、説明後、同意書に署名してもらう。
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フードバンク山梨では、個人支援向けの個配梱包に、以下のような「食品取
扱のお願い」を同梱して、個人宅に届けています（宅配）。

45

個配梱包に仕分けされた食品

毎回同梱する



© 2017 公益財団法人流通経済研究所無断転載を禁ず All rightｓ reserved.

転売防止の徹底のため、「寄贈品 非売品シール」を食品に貼付し、受取先で
の転売等の防止を図っているフードバンクもあります。
（取材事例：コープフードバンク）
受取先団体では、コープフードバンクからの提供食品を容易に判別できるので、
受取食品の適切な利用・管理が行いやすくなります。

46

（４）トラブル防止・対応機能の強化
③転売防止の徹底

発送（倉庫からのピッキング）時にシールを貼付
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４．まとめ
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まとめ

「食品ロス削減」と「食のセーフティネット」の必要性を背景に、20０0年代半ば
から、わが国においてもフードバンク活動が広がっています

フードバンクは、食品提供事業者から、品質に問題のない食品の提供を受け、
食品を必要とする団体等に寄贈することにより、食品ロス削減や食のセーフティ
ネット構築に貢献しています。

各フードバンクでは、物流、情報・需給マッチング、食品の安全管理、トラブル防
止・対応といった機能を強化し、余剰食品等の効率的な受け渡しの実現とさら
なる向上を目指す取組が進められています。

食品ロス削減に向けて、食品関連事業者の皆様の、フードバンク活用に向けた
さらなる取組をお願いいたします。

48
出所：税制上の優遇措置については、農林水産省（2015）「フードバンク活動の拡大に向けた食品の取扱いについて」を元に弊所作成。その他の部分は弊所作成。
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（参考）食品関連事業者から見たフードバンク活用のメリット

フードバンク活用のメリットとして、以下の点があげられます。

49
出所：税制上の優遇措置については、農林水産省（2015）「フードバンク活動の拡大に向けた食品の取扱いについて」を元に弊所作成。その他の部分は弊所作成。

• 食品ロス、および廃棄処理コストの削減

• 従業員のモチベーションアップ
– 心理的負担を伴う「食品を廃棄する」という行為の低減
– 自分たちの食品提供活動を通じて、喜んでくださる方がいることの実感

• 税制上の優遇措置
– フードバンクに対する食品提供について

• NPO法人に対し、食品等を寄附した場合には、その食品の時価を寄附金額と見なして、
税制上の優遇措置が受けられる。

– フードバンクに対する寄附について
• 法人がフードバンクに支出した寄附金については、一般の寄附金として一定の限度額まで

損金算入することができる。
• 認定NPO法人等などの特定のフードバンクに対する寄附金については、一般の寄附金と

は別枠で損金算入限度額が設定される税制上の優遇措置がある。
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（１）コープ東北サンネット事業連合 コープフードバンク （宮城県）
（２）フードバンクまえばし （群馬県）
（３）NPO法人フードバンクいしかわ （石川県）
（４）認定特定非営利活動法人フードバンク山梨 （山梨県）
（５）認定特定非営利活動法人セカンドハーベスト名古屋 （愛知県）
（６）認定特定非営利活動法人フードバンク関西 （兵庫県）
（７）特定非営利活動法人フードバンク岡山 （岡山県）
（８）一般社団法人フードバンク協和 （長崎県）

50

（参考）今回取材したフードバンク事例集
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フードバンク事例一覧

事例 運営主体
取扱食品の
種類（原則）

おもな食品の
取扱方法

コープ東北サンネット事業連合 コープ
フードバンク（宮城県）

事業者
（生活協同組合）

常温・冷凍・冷蔵品 在庫型

フードバンクまえばし（群馬県） NPO法人 常温品 在庫型

NPO法人フードバンクいしかわ（石川県） NPO法人 常温・冷凍・冷蔵品 仲介型

認定特定非営利活動法人フードバンク山
梨（山梨県）

NPO法人
（認定NPO法人）

常温品 在庫型

認定特定非営利活動法人セカンドハーベ
スト名古屋（愛知県）

NPO法人
（認定NPO法人）

常温・冷凍・冷蔵品 ｸﾛｽﾄﾞｯｷﾝｸﾞ型

認定NPO法人フードバンク関西（兵庫県） NPO法人
（認定NPO法人）

常温・冷凍・冷蔵品 ｸﾛｽﾄﾞｯｷﾝｸﾞ型

特定非営利活動法人フードバンク岡山
（岡山県）

NPO法人 常温品 仲介型

一般社団法人フードバンク協和
（長崎県）

事業者
（業務用食品卸）

常温・冷凍・冷蔵品 在庫型

出所：平成29年度ヒアリング調査をもとに、流通経済研究所が作成。
（注）「おもな食品の取扱方法」は、流通経済研究所がヒアリング調査をもとに、おもな方法を判断したものです。各団体では、記載以外の方法もとられています。
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フードバンクの類型

フードバンクを区分する方法はさまざまあります。
– 運営主体による分類

• NPO法人（認定NPO法人を含む）
• 事業者（卸売業、生活協同組合）
• 公共団体（地方自治体、社会福祉協議会）
• 任意団体 など

– 取扱食品の種類による分類
• 常温品のみ
• 常温・冷凍・冷蔵品

– 食品の取扱方法による分類
• 在庫型（倉庫で保管し、必要に応じて配送）
• クロスドッキング型（拠点に集約して出荷）
• 直送型（倉庫を使わず、直接配送）
• 仲介型（輸配送は行わず、仲介・調整に重点化）

52
出所：平成29年度ヒアリング調査をもとに、流通経済研究所が作成。
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NPO法人,42団体,55%

事業者,3団体,4%

地方公共団体,7団体,9%

一般社団法人,4団体,5%

任意団体,21団体,27%

フードバンク活動の主な担い手は、以下の通りです。大部分（55％）は、NPO法人
（認定NPO法人を含む）が運営しています。

53

フードバンクの類型
運営主体による分類

N=77

出所：農林水産省「国内フードバンクの活動実態把握調査及びフードバンク活用推進情報交換会 実施報告書」
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取扱食品の種類で見ると、約半数のフードバンクが常温食品のみを取り扱い、約半数
のフードバンクが低温度帯にも対応しています。

54

フードバンクの類型
取扱食品の種類による分類

出所：農林水産省「国内フードバンクの活動実態把握調査及びフードバンク活用推進情報交換会 実施報告書」

常温食品のみ，

37団体，49%

低温度帯にも対応，

38団体，51%

N=75
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取扱食品や、団体規模などに応じて、主として4つのパターンがあります。

55

フードバンクの類型
食品の取扱方法によるフードバンクの分類

直送型
（倉庫を使わず、
直接配送）

クロス
ドッキング型
（拠点に集約
して出荷）

在庫型
（倉庫で保管し、
必要に応じて配送）

食品提供
事業者

福祉施設等

福祉施設等

福祉施設等

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（拠点）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（倉庫）

• 食品提供事業者から、フードバンクが派
遣したスタッフが食品を受け取り、そのまま
福祉施設等まで配送する方法

• 小規模なフードバンクや、狭いエリア内で
の活動（短時間で配送）に向いている

• 受け入れた食品を一時的にフードバンク
（本部などの拠点）に集約し、仕分けをし
てから配送する方法

• 配送の効率化（外部への委託など）や、
受取先に応じた仕分けが可能

• フードバンクが倉庫を持ち、食品提供事業
者から受け入れた食品を在庫として保管し
ながら受取先へ配送する方法

• 取扱い規模の拡大に加え、品質管理や
データ管理がしやすいメリットがある

（在庫として保管）

（一時保管・仕分け）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（スタッフ）

食品提供
事業者

食品提供
事業者

他地域の倉庫

出所：流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査、をもとに流通経済研究所作成。

仲介型
（輸配送は行わず、
仲介・調整に重点化）

福祉施設等食品提供
事業者

• 輸配送は福祉団体等に委託、フードバン
クは調整等に特化。運営費低減が可能。

• 提供企業が小売業の場合、生鮮品などを
提供しやすくなる。

引取
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（１）コープ東北サンネット事業連合 コープフードバンク

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

56

活
動
の
概
要

所在地 宮城県富谷市ひより台２－１－８

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2012年4月／2012年4月

取扱品 加工食品（常温） 加工食品（冷凍・チルド） 野菜。果物 菓子 清涼飲料 日
用雑貨品全て

食品取扱量（2015年） 88トン

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

母体であるコープの物流網を活用。コープで発生した分については、コープの
路線便を用いて本部倉庫に集荷。企業からの受け入れ分は、各企業の物流
網を通じて受け入れている。農産品などは個別に集荷。

②保管 本部ぶ倉庫を確保（常温と冷蔵冷凍）。管理基準に基づく保管を行うとともに、
賞味期限別や回転率に応じた倉庫配置を工夫。

③団体への譲渡 2週間前までの発注に応じて倉庫からピッキング。コープ東北の物流センター
まで配送し、取りに来てもらう方式。引き取り団体とは、引き取り時などの機会
を通じてコミュニケーションを図っている。

（２）リスクの管理 提供企業、受取先団体とは同意書を締結。

倉庫受け入れ時にデータベースに登録。冷凍倉庫に関しては管理記録を作
成。譲渡時には、商品にフードバンク取り扱い品のシールを貼付。
冷凍品の配送は本部倉庫から直接配送できる範囲に限定。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

ニュースレターを発行。コープの取引企業に対して、寄付の呼びかけを行って
いる。コープ会員に向けた会員の募集や、倉庫見学会を実施。

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

専従スタッフの拡充や、ボランティアスタッフとのイベント等を通じて、組織内
の人材育成を図っている。
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（活動状況）

57

コープフードバンク本部および倉庫
（もともとコープが使っていた施設を利用）
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（活動状況）

58

倉庫（常温）

（賞味期限ごとに場所を区切り、かつ回転率の高い商品
を別スペースに取り分けるなどの工夫を行っている）
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（活動状況）

59

受け入れ食品のデータベース管理
（バーコード管理／計量は受入時と出荷時に実施）
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（活動状況）

60

フードバンク専用のカゴ車を使用

（コープ物流網を利用する際、通常
商品と区別しやすくなる）

発送（倉庫からのピッキング）時に
シールを貼付
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（活動状況）

61

活動内容や管理基準を文書として明示
「コープフードバンク規定」

「施設等へ食品等を提供する際の内部運用基準」
「受入食品等の内部管理・廃棄ルール」
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（活動状況）

62

ニュースレター
（活動内容や支援状況を報告）
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（活動状況）

63

ニュースレター
（フォーラムの報告／提供団体やサポーター企業のリストを掲載）
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（２）フードバンクまえばし

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

64

活
動
の
概
要

所在地 群馬県前橋市大手町2-18-7

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2017年4月／2017年6月

取扱品 ―

食品取扱量（2015年） ―

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

フードバンク北関東を母体に、前橋市の生活困窮者自立支援をサポート。
食品の大半については、フードバンク北関東から提供を受けている。

②保管 賞味期限や梱包の状況を検品してから、受取先に向けた荷造りを行う

③団体への譲渡 市役所の依頼に応じて提供。配達は1回目は市役所職員が同行、2回目以降
はフードバンクのボランティアが対応し、受取先とのコミュニケーションを行う。

（２）リスクの管理 受取先と同意書を締結。

寄贈にあたっては、食品の取扱いについて説明する。説明にあたっては、絵
入りで理解しやさを狙った説明書を用意。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

配送を直接手渡しとすることにより、安否確認を兼ねている。

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

フードバンク北関東からは食品の提供や運営ノウハウを、前橋市からは受取
先の選定といった点での連携を行っている。
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（活動状況）

65

在庫棚
（生活困窮者の状況に応じて食品を梱包）

提供する食品の受け入れ
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（活動状況）

66

低温庫

低温庫の温度管理記録
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（活動状況）

米の小分け作業

個配梱包の内容
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（活動状況）

68

フードバンクまえばし事業紹介 フードバンク利用者向けの同意書
フードバンク利用の注意書き
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（３）NPO法人フードバンクいしかわ

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

69

活
動
の
概
要

所在地 石川県野々市市粟田3-282

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2009年8月／2008年8月

取扱品 加工食品（常温） 加工食品（冷蔵・チルド） 野菜。果物 菓子 清涼飲料

食品取扱量（2015年） 150トン

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

フードバンクを受取先団体のネットワークとして組織。提供先企業に直接、担
当の受取先団体が取りに行く形式を採用することで、食費抜け入れに求めら
れる管理等の負担を最小限にとどめている。

②保管 寄付された食品の大半は、引き取った受取先団体が引き取る。

本部では一時保管スペース（常温、冷凍）を確保。寄付企業や団体から直接
受け入れた食品（災害備蓄食品など）の保管に利用している。

③団体への譲渡 提供企業を担当する受取先団体が受け入れ。加えて食品のアンマッチや突
発的な食品提供等に対応するため、本部から各団体に電話連絡を行う
（電話連絡が、受取先団体とのコミュニケーション手段にもなっている）

（２）リスクの管理 寄付企業とは同意書を締結。受取先団体とは同意書を締結するとともに、食
品の取り扱いに関する指導を行っている。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

ホームページとニュースレターを発行。

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

フードバンク立ち上げ時には、自治体より受取先団体の紹介を受ける。
将来的には、近隣フードバンクとの情報交換や連携を考えている。
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（活動状況）

70

フードバンクいしかわ本部
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（活動状況）

71

本部内の食品保管スペース

（大木の場合は受取先団体が寄付企業まで直接食品
を取りに行くため、本部の倉庫スペースは最小限）
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（活動状況）

72

本部での食品受け取り
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（４）認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

73

活
動
の
概
要

所在地 山梨県南アルプス市百々３６９７－２

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2008年10月／2008年10月

取扱品 加工食品（常温） 野菜・果物 菓子 清涼飲料 防災備蓄食品

食品取扱量（2015年） 129トン

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

受取先の必要性に応じて受け入れる食品
JAのスーパーだった場所をフードバンクの倉庫として活用。企業からは製造
時の外箱のまま配送してもらう。

②保管 賞味期限に応じて置くよう、倉庫内の保管場所を工夫。冷蔵庫の温度管理お
よび管理記録を作成。カゴ台車を活用し、保管作業の軽減を図っている。

③団体への譲渡 団体向けは本部まで引き取りに来てもらい、配送の手間を軽減。
個人向けでは、個別の事情に応じた箱詰めを行っている。

（２）リスクの管理 衛生管理基準を徹底（手洗い＋アルコール洗浄の徹底、食品を床に置かない
等）。衛生管理マニュアルを作成。
食品在庫と配達記録をエクセルで一元管理し、トレーサビリティを確保。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

食品提供事業者に向け、定期的な活動報告を行っている。

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

自治体や企業からの助成プログラムを積極的に活用。

市やメディア募集欄を通じてボランティアを募集。倉庫で仕分けを行うボラン
ティアのより効率的な作業・負荷軽減に向けた取り組みは今後の課題。
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（活動状況）

74

フードバンク山梨本部
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（活動状況）

倉庫（常温）
（ハンドフォークやフォークリフト、カゴ車を活用）

消費期限の近い食品のスペース
（食品管理上の工夫）
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（活動状況）

76

倉庫内での梱包作業
（困窮者向け）
（作業台を使い、流れ作業を行っている）

倉庫内での梱包作業
（梱包物の最終確認とテープ止め作業）
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（活動状況）

77

倉庫内での梱包作業
（作業マニュアル）

梱包の同封書類
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（活動状況）

78

倉庫内の掲示
（衛生管理の徹底）
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（活動状況）

79

支援活動内容ごとに活動報告書を作成
「企業様とのコラボレーション事例」では、食品提供事業者からの
提供事例を紹介
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（活動状況）

80

フードドライブ活動の告知パンフレット

活動報告書
（食品寄付・支援活動を紹介）
（巻末には支援企業の一覧を掲示）
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（５）認定特定非営利活動法人セカンドハーベスト名古屋

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

81

活
動
の
概
要

所在地 愛知県名古屋市北区柳原３－４－２ 小菅ビル１F

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2009年1月／2008年8月

取扱品 加工食品（常温） 加工食品（冷蔵・チルド） 野菜・果物 菓子 清涼飲料

食品取扱量（2015年） 502トン

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

一部（パンなどの日配品）を除き、提供企業の物流網により本部倉庫まで搬
入してもらう方法を採用。できるだけ提供企業が用いる包装（通い箱、ボール
箱など）を使うことで、積み替え等による管理リスクの低減を図っている。

②保管 本部に倉庫（常温、冷凍）に集荷する方法を採用。受取先団体の要望や、生
活困窮者支援のリクエストにきめ細かく対応できるようにしている。
冷凍品は提供企業の管理基準を遵守。譲渡時は専用の保冷箱を利用

③団体への譲渡 本部まで団体に取りに来てもらう方法。あらかじめ要望を聞いておき、数量や
譲渡食品の内容に反映。困窮者支援に即時対応できるよう、倉庫スペースや
発送用のケース等を準備

（２）リスクの管理 食品の取り扱い状況をデータベースで管理。

提供企業には合意書を締結するとともに、フードバンク活動のパートナーとし
て、本部への食品搬入などの協力をお願いしている。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

ホームページやニュースレター（会員募集）、自治体によるフードドライブ活動
への協力（活動内容の告知）、本部作業の体験会などを行っている

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

「食のセーフティーネット」として、食品の集荷・分配機能に注力できるよう、組
織運営を行っている。
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（活動状況）

82

セカンドハーベスト名古屋本部 本部内の倉庫
（提供企業のケースや通い箱を活用）
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（活動状況）

83

受取先団体別の仕分け箱
（リクエストや、食品受け入れの許容量などを記載）

倉庫内での仕分け作業
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（活動状況）

84

冷凍食品の保冷庫

冷凍食品搬出用の保冷箱
（フードバンクで専用品を用意して貸出）
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（活動状況）

85

受取先団体による引き取り
仕分け後の食品
（加工食品・野菜）
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（活動状況）

86

セカンドハーベスト名古屋
団体紹介パンフレット

（寄付金の振込用紙を添付）
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（活動状況）

87

食品提供事業者への寄付呼びかけ
（寄付の手順を説明）

個人への寄付呼びかけ
（認定NPOとしての税制控除のお知らせ）
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（活動状況）

88

ニュースレター
（食品やお金の寄付者など支援者を対象に活動内容を告知）
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（活動状況）

89

事業報告書
（事業の実績や計画、会計報告や予算を掲載）
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（６）特定非営利活動法人フードバンク関西

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

90

活
動
の
概
要

所在地 兵庫県芦屋市呉川町１－１５

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2004年1月／2003年4月

取扱品 加工食品（常温） 加工食品（冷蔵・チルド） 野菜・果物 菓子 清涼飲料 災
害備蓄品 ※サプリメントのみの提供はお断りしている

食品取扱量（2015年） 200.5トン

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

ボランティアスタッフが提供企業まで集荷している。スタッフの確保が必要で
はあるものの、こまめな集荷対応や、提供企業および受取先とのコミュニケー
ションが図れる（個別要望への対応が可能）といったメリットがある。

②保管 本部の倉庫スペース（常温、冷蔵冷凍）を確保。集荷してそのまま受取先団体
まで届けるケースと、本部で一時保管を行うケースを併用している。
保管食品の配分を行うことで、受取先の要望に応えることが可能。

③団体への譲渡 低域的なリクエストを取り、必要な食品を提供。また、配送するボランティアと
のコミュニケーションを行っている。

（２）リスクの管理 受入状況についてはエクセルファイルで管理している。
提供企業、受取先団体とは合意書を締結。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

ホームページやニュースレターを作成し、活動内容を報告している

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

市町村、他のNPOと連携して生活困窮者支援にも取り組んでいる。
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（活動状況）

91

フードバンク関西本部
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（活動状況）

92

本部内の倉庫（冷蔵・冷凍）本部内の倉庫（伝票に基づき、受取先
団体別に仕分けされた食品）
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（活動状況）

93

食品の寄付申込書
（商品名や企画等を記載）
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（活動状況）

94

ボランティアによる受取先団体への
デリバリー（譲渡）記録
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（活動状況）

95

受取先団体向けのアンケート
（年に１度、受け取り人数や食材の要望を確認）
（団体の種類に合わせて用意）
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（活動状況）

96

フードバンク関西
団体紹介パンフレット
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（活動状況）

97

ニュースレター
（活動報告や、受取先団体の紹介を掲載）
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（活動状況）

98

賛助会員募集のパンフレット



© 2017 公益財団法人流通経済研究所無断転載を禁ず All rightｓ reserved.

（７）特定非営利活動法人フードバンク岡山

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

99

活
動
の
概
要

所在地 岡山県岡山市北区岡町14番9号岡町ビル２０２

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2012年11月／2012年4月

取扱品 加工食品（常温） 野菜・果物 菓子 清涼飲料

食品取扱量（2015年） 11トン

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

フードバンクを受取先団体のネットワークとして組織。提供先企業に直接、担
当の受取先団体が取りに行く形式を採用することで、食費抜け入れに求めら
れる管理等の負担を最小限にとどめている。

②保管 受取先団体が直接引き取るため、倉庫機能を省略。団体間食品の融通を行
うための拠点を数か所設置するに留めている。

③団体への譲渡 提供企業を担当する受取先団体が受け入れ。加えて食品のアンマッチや突
発的な食品提供等に対応するため、参加者同士の連絡網（LINE）を構築

（２）リスクの管理 提供企業とは同意書を作成。独自のデータベースシステムで、食品の受け入
れ・譲渡状況を把握している。

食品を引き取る団体には、取り扱いのマニュアルを整備。また、倉庫機能を持
たないため、取扱品を常温品に限るといったルールを決めている。

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

フードバンク参加者同士のコミュニケーションツールを充実させている。
ホームページやニュースレターの活用を行っている。

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

地域の社会福祉協議会との連携を行っている。

本部機能をスリム化しているため、運営面での負荷が少ない点はメリットであ
る反面、参加団体の数により食品の受け入れ量が制約される点に課題
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（活動状況）

100

フードバンク岡山本部
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（活動状況）

101

（左）団体紹介パンフレット（A4三つ折りサイズ。活動概要、連絡先等を記載）
（右）ニュースレター（直近の活動内容や支援先団体の紹介等を掲載）
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（活動状況）

102

受取先団体向けの「利用の手引き」
フードバンク活動の概要と、食品取扱い上の遵守事項をまとめている。
受取先団体は案内書の内容を理解した上で「確認書」をフードバンクに提出。
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（８）一般社団法人フードバンク協和

活動の概要および、フードバンクの活用促進に向けた活動

103

活
動
の
概
要

所在地 長崎県佐世保市白岳町１５１

団体の設立年
／フードバンク活動の開始年

2016年10月／2017年4月

取扱品 冷凍。冷蔵。チルド食品

食品取扱量（2015年） ―

活
用
促
進
に
向
け
た
活
動

（１）フードバンクで
の食品の品質・衛
生管理

①提供食品の
受け入れ

母体である業務用食品卸売業のインフラ（倉庫）を集荷拠点として活用
卸業務で発生する食品ロスや、取引先企業からお提供品を集める

②保管 倉庫を活用した保管が可能

③団体への譲渡 独自のマッチングサイトを構築し、IDが渡された団体がサイト上に掲示された
食品を「発注」し、引き取りを行う

（２）リスクの管理 提供企業、受取先団体とは合意書を作成
受取先団体は、マッチングサイトへのIDを付与する形で譲渡状況を把握
マッチングサイトに掲示する食品マスターの構築（商品写真、調理方法、アレ
ルギー情報など）に力を入れている

（３）継続的な食品提供のためのコミュニ
ケーション

母体企業の取引先企業への呼びかけを行っている。

将来的には業務用食品卸企業のネットワークを活用した、卸起点でのフード
バンク事業モデルを目指している。

（４）他のフードバンク団体や行政との連
携／人材育成

行政とは、受取先団体の紹介などで連携
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（活動状況）

104

フードバンク協和本部
（母体である食品卸（協和商工）内）
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（活動状況）

105

フードバンク専用商品の保管スペース
（倉庫内）

フードバンク専用商品の保管スペース
（常温保管スペース内）
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（活動状況）

106

マッチングサイト
（写真左：選択画面 写真右：商品詳細画面）
（詳細画面では、食品の写真、調理方法、アレルギー情報等を掲載）
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（活動状況）

107

マッチングサイトの仕組み ※フードバンク協和ホームページ
（食品の写真、調理、アレルギー等に関する詳細な情報を掲載）
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（活動状況）

108

佐世保市内
「子ども食堂」の参加
（2017/07/07）

佐世保市内の農家さんより戴いた
お米を提供。

保育園での
「みんな食堂」に参加
（2017/10/22）

長崎県児童養護施設の
栄養士/調理師の来訪を受ける

（2017/10/17）

カレー・焼きそば・デザート等の
食材を寄贈。

フードバンク協和の説明会。
提供用食材を使用した
バイキング方式の試食を実施。


